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序 文 

目的 

「化学物質の初期リスク評価書」は、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構か

ら委託された化学物質総合評価管理プログラムの一環である「化学物質のリスク評価及びリス

ク評価手法の開発」プロジェクトの成果である。このプロジェクトは、「特定化学物質の環境へ

の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」 (化学物質排出把握管理促進法) の対

象化学物質を中心に有害性情報、排出量等の暴露情報など、リスク評価のための基礎データを

収集・整備するとともに、これらを利用したリスク評価手法を開発し、評価するものである。 

「化学物質の初期リスク評価書」では、環境中の生物及びヒト健康に対する化学物質のリス

クについてスクリーニング評価を行い、その結果、環境中の生物あるいはヒト健康に悪影響を

及ぼすことが示唆されると判断された場合は、その化学物質に対して更に詳細な調査、解析及

び評価等の必要とされる行動の提案を行うことを目的とする。 
 

初期リスク評価の対象 

化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質のうち、生産量、環境への排出量及び有害

性情報などを基に選択した化学物質を初期リスク評価の対象とする。環境中の生物への影響に

ついては、有害性評価手法が国際的に整えられている水生生物を対象とする。ヒト健康への影

響については、我が国の住民を対象とし、職業上の暴露は考慮しない。 
 
公表までの過程 

財団法人 化学物質評価研究機構及び独立行政法人 製品評価技術基盤機構が共同して評価書

案を作成し、有害性評価 (環境中の生物への影響及びヒト健康への影響) については外部の有

識者によるレビューを受け、その後、経済産業省化学物質審議会管理部会・審査部会安全評価

管理小委員会の審議、承認を得ている。また、暴露評価及びリスク評価については独立行政法

人 産業技術総合研究所によるレビューを受けている。本評価書は、これらの過程を経て公表し

ている。 

初期リスク評価書 Ver. 0.1 
 有害性評価 暴露評価 リスク評価 

 
 

なお、本評価書の作成に関する手法及び基準は「化学物質の初期リスク評価指針 Ver. 2.0」及

び「作成マニュアル Ver. 2.0」として、ホームページ (http://www.nite.go.jp/) にて公開されてい

る。 

初期リスク評価書 Ver. 0.4  
(原案) 暴露評価 リスク評価 有害性評価 

初期リスク評価書 Ver. 1.0 
(公表版) 

経済産業省 委員会

審議・承認

暴露評価 

レビュー レビュー

有害性評価 リスク評価 
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要    約 

 

メルカプト酢酸は無色の液体で、蒸気圧が 10 Pa (20℃)、水に混和する。 

メルカプト酢酸の主な用途としては、塩化ビニルの安定剤、パーマ液、医薬中間体、金属表

面処理剤 (重金属の除去) があり、2001 年の製造量は約 3,600 トン、輸入量が約 50 トン、輸出

量が約 2,400 トン、国内使用量は約 1,250 トンであった。2003 年度の PRTR データによると、

メルカプト酢酸は 1 年間に全国合計で、大気へ 10 kg、公共用水域へ 3 kg 排出され、土壌への

排出はない。2003 年度 PRTR データ等から判断して、メルカプト酢酸は塩化ビニルの製造工程

や、メルカプト酢酸を原料としてパーマ液、医薬中間体等を製造する工程で使用されているが、

環境中への排出量は少ない。なお、パーマ液を使用する美容業、理容業といった業種から公共

用水域への排出が考えられるが、定量的な排出量及び明確な排出源として扱うことは困難であ

るため、ここでは考慮しない。 

メルカプト酢酸は好気的条件下では生分解されやすく、また、水中から大気中への揮散性は

低いと推定されるため、環境水中にメルカプト酢酸が排出された場合は、水域から大気への揮

散は無視でき、生分解により除去されると推定される。また、水生生物への濃縮性は低いと推

定される。 

 

メルカプト酢酸の環境中の濃度として、大気及び公共用水域、飲料水及び食物中の濃度は調

査した範囲内では得られていない。また、2003 年度PRTR排出量データと数理モデルを用いて、

大気中濃度及び河川水中濃度の推定を行った。その結果、大気中濃度は 1.2×10-4μg/m3、河川

水中濃度は 5.0×10-3μg/Lであった。 

水生生物に対するリスク評価を行うための推定環境濃度 (EEC) として、推定値である 5.0×

10-3μg/Lを用いた。 

また、ヒトがメルカプト酢酸に暴露する経路としては、呼吸による大気からの吸入暴露、飲

料水及び食物を摂取することによる経口暴露が主として考えられる。メルカプト酢酸の大気中

濃度 (1.2×10-4μg/m3:推定値)、飲料水中濃度の代用として河川水中濃度 (5.0×10-3μg/L:推定

値)、魚体内濃度 (1.6×10-3μg/kg:推定値) から、ヒトの体重 1kgあたりの 1 日推定摂取量を 4.8

×10-5μg/kg/日 (吸入経路)、2.0×10-4μg/kg/日 (経口経路) と推定した。 

 

メルカプト酢酸の環境中の水生生物への有害性に関しては、藻類・甲殻類・魚類のうち、藻

類及び甲殻類については急性及び長期毒性試験結果、魚類については急性毒性試験結果が得ら

れている。急性毒性試験の最小値は、甲殻類であるオオミジンコに対する遊泳阻害を指標とし

たEC50の 35.8 mg/Lである。また、長期毒性試験の最小値は、藻類であるセレナストラムに対す

る生長阻害 (生長速度) を指標とした 72 時間NOECの 2.2 mg/Lである。この値とEEC 5.0×10-3

μg/Lを用いて暴露マージン (MOE) を算出した結果、MOE 440,000 は毒性試験データに関する

不確実係数積 50 より大きく、現時点ではメルカプト酢酸が環境中の水生生物に悪影響を及ぼ

すことはないと判断する。 

 

メルカプト酢酸の生体内運命に関して、ウサギに35Sで標識したメルカプト酢酸ナトリウムの
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経皮投与で、投与 5 時間後までに35Sの 3～4 割が尿中に排泄されていることより、メルカプト

酢酸の経皮吸収性は高い。ラットに35Sで標識したメルカプト酢酸を静脈内投与した実験で、35S

は血中から速やかに消失し、組織に蓄積しない。ウサギ、ラットに静脈内投与や腹腔内投与し

た場合には、24 時間後までに35Sの 6 割以上が尿中に排泄された。ラットに腹腔内投与した場

合、24 時間後までに全投与量の 3 割がジスルフィド体として尿中に排泄された。 

ヒトへの影響に関して、メルカプト酢酸はヒトで感作性を示し、アレルギー性接触皮膚炎を

生じることがある。また、皮膚、眼への強い刺激性を示し、化学火傷を起こすことがある。メ

ルカプト酢酸との接触により粘膜及び皮膚で潰瘍、経皮吸収により頻脈、浅呼吸、乏尿、循環

虚脱による死亡、経口摂取により嚥下困難を伴う口腔、咽頭、食道粘膜の腐食、吐き気及び嘔

吐を伴う胃痛、胃出血などを起こすことがある。 

実験動物に対する反復投与毒性試験では、調査した範囲では、経口投与、吸入暴露試験報告

は得られていない。 

メルカプト酢酸は、リスク評価に用いるのに適した反復投与毒性試験報告が得られていない

ため、MOE、不確実係数積は算出できない。 

生殖・発生毒性に関して、ラットの背部にメルカプト酢酸ナトリウムを妊娠 6 日目～19 日目

に経皮投与した試験で、最高用量の 200 mg/kg/日で、母動物の死亡、胎児の体重減少がみられ

たが、奇形はみられていない。 

遺伝毒性に関して、遺伝毒性の有無については明確に判断できない。発がん性に関して、経

口投与及び吸入暴露での報告はなく、皮膚適用による試験で発がん性はみられていない。国際

機関等では、メルカプト酢酸の発がん性を評価していない。 

 

以上のことから、現時点での環境中濃度において、メルカプト酢酸は環境中の水生生物に対

し悪影響を及ぼすことはないと判断する。ヒト健康については、リスク評価を行うのに適切な

毒性試験報告が得られなかったため、MOE を算出できず、リスク評価を行うことができなかっ

た。今後、毒性試験報告が得られた時点で、再度初期リスク評価を行うことが望ましい。 

なお、メルカプト酢酸は、ヒトで感作性を示し、アレルギー性接触皮膚炎を生じることがあ

る。 
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1．化学物質の同定情報 

1.1 物質名 : メルカプト酢酸 

1.2 化学物質審査規制法官報公示整理番号 : 2-1355 

1.3 化学物質排出把握管理促進法政令号番号 : 1-345 

1.4 CAS登録番号 : 68-11-1 

1.5 構造式 

HS CH2 C

O

OH  

1.6 分子式 : C2H4O2S 

1.7 分子量 : 92.12 

 

 

2．一般情報 

2.1 別 名 
チオグリコール酸 

 

2.2 純 度 
70～75%注) (一般的な製品)    (化学物質評価研究機構, 2005) 

 注：純物質は空気酸化を受けやすい (Merck, 2001)。安定剤として水が 25～30%添加されている。 

 

2.3 不純物 
ジチオジグリコール酸 (一般的な製品)   (化学物質評価研究機構, 2005) 

 

2.4 添加剤または安定剤 
水 (安定剤として 25～30%添加、一般的な製品)  (化学物質評価研究機構, 2005) 

 

2.5 現在の我が国における法規制 
化学物質排出把握管理促進法：第一種指定化学物質 

消防法：危険物第四類第三石油類 

労働安全衛生法：名称等を通知すべき有害物 

船舶安全法：腐食性物質 

航空法：腐食性物質 

港則法：腐食性物質 

食品衛生法：指定添加物 
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3．物理化学的性状 

外 観：無色液体     (IPCS, 1999) 

融 点：-16.5℃     (Merck, 2001) 

沸 点：123℃ (3.9 kPa)、108℃ (2.0 kPa)      (Merck, 2001) 

引 火 点：126℃ (開放式)    (IPCS, 1999) 

発 火 点：350℃     (IPCS, 1999) 

爆 発 限 界：5.9 vol% (下限界、空気中)   (IPCS, 1999) 

比   重：1.300 (25℃/4℃)     (有機合成化学協会:有機化合物辞典, 1985)

蒸 気 密 度：3.18 (空気 = 1、計算値) 

蒸 気 圧：10 Pa (20℃)、30 Pa (30℃)   (Verschueren, 2001) 

分 配 係 数：ｵｸﾀﾉｰﾙ/水分配係数 log Kow = 0.09 (測定値)、0.03 (推定値) (SRC:KowWin, 2005)

解 離 定 数：pKa1 = 3.60 (25℃)、pKa2 = 10.56 (25℃)  (Dean, 1999) 

スペクトル：主要マススペクトルフラグメント 

m/z 47 (基準ピーク= 1.0)、92 (0.59)、46 (0.47) (NIST, 1998) 

吸 脱 着 性：土壌吸着係数 Koc = 1 (非解離状態での推定値) (SRC:PcKocWin, 2005) 

溶 解 性：水：混和     (Merck, 2001) 

アルコール、クロロホルム、ベンゼンなどの有機溶媒：混和 (Merck, 2001) 

ﾍ ﾝ ﾘ ｰ定 数：1.97×10-3 Pa･m3/mol (1.94×10-8 atm･m3/mol) (25℃、推定値) 

    (SRC:HenryWin, 2005) 

換 算 係 数：(気相、20℃) 1 ppm = 3.83 mg/m3、1 mg/m3 = 0.261 ppm (計算値) 

そ の 他：空気酸化を受けやすい           (Merck, 2001) 

 

 

4．発生源情報 
4.1 製造・輸入量等 

メルカプト酢酸の 2001 年の製造量は約 3,600 トン、輸入量が約 50 トン、輸出量が約 2,400

トン、国内使用量は約 1,250 トンであった (製品評価技術基盤機構, 2006)。 

 

4.2 用途情報 

メルカプト酢酸は、塩化ビニルの安定剤、パーマ液、医薬中間体、金属表面処理剤 (重金属

の除去) として使用されている (製品評価技術基盤機構, 2006)。また、食品添加物の指定添加

物リストのうち脂肪酸類に該当するが、実際の使用状況は確認できなかった。 

 

4.3 排出源情報 

4.3.1 化学物質排出把握管理促進法に基づく排出源 

化学物質排出把握管理促進法に基づく「平成 15 年度届出排出量及び移動量並びに届出外排出

量の集計結果」(経済産業省, 環境省, 2005a) (以下、「2003 年度 PRTR データ」という) による

と、メルカプト酢酸は 1 年間に全国合計で届出事業者から大気へ 10 kg、公共用水域へ 3 kg 排
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出され、廃棄物として 144 トン、下水道に 40 kg 移動している。土壌への排出はない。また、

対象業種の届出外事業者、非対象業種、家庭及び移動体の排出量は推計されていない。 

 

a. 届出対象業種からの排出量と移動量 

2003 年度PRTRデータに基づき、メルカプト酢酸の届出対象業種別の排出量と移動量を表 4-1

に示す (経済産業省, 環境省, 2005a,b)。 

届出対象業種からのメルカプト酢酸の排出量は、ほぼ化学工業からの大気への排出で占めら

れている。また、全体的に環境への排出量より、むしろ廃棄物としての移動量のほうが多い。 

 

表 4-1 メルカプト酢酸の届出対象業種別の排出量及び移動量 (2003年度実績) (トン/年) 
排出量 移動量 

業種名 
大気 

公共用

水域 
土壌 廃棄物 下水道 

排出計1) 割合 

(%) 

化学工業 ＜0.5 ＜0.5 0 141 ＜0.5 ＜0.5 100 

鉄鋼業 0 0 0 3 0 0 0 

石油製品・石炭 

製品製造業 
0 0 0 ＜0.5 0 0 0 

電気機械器具 

製造業 
0 0 0 ＜0.5 0 0 0 

精密機械器具 

製造業 
0 0 0 0 ＜0.5 0 0 

合計1) ＜0.5 ＜0.5 0 144 ＜0.5 ＜0.5 100 

   (経済産業省, 環境省, 2005a,b) 
   1) 四捨五入のため、表記上、合計があっていない場合がある。 
   0.5 トン未満の排出量及び移動量はすべて「＜0.5」と表記した。 

 

 

4.3.2 その他の排出源 

メルカプト酢酸のその他の排出源として、パーマ液 (コールドパーマ液) の使用により、環

境中へ排出される可能性がある。コールドパーマ液は、第 1 剤と第 2 剤からなる医薬部外品で

あり、第 1 剤は還元剤で、主成分はメルカプト酢酸またはその塩 (1～14%含有) である (日本

中毒情報センター, 2005)。パーマ液の生産量として、メルカプト酢酸を含有するパーマネント・

ウェーブ用の第 1 溶剤は、平成 15 年は約 3,000 トンと報告されている (厚生労働省, 2003)。メ

ルカプト酢酸及びその塩は、3,000 トンのうち、1～14%含有されるとすれば、およそ 30～420

トン程度と見積もることができる。しかしながら、パーマ液として使用した場合、第 2 剤との

反応後のメルカプト酢酸としての残留量及び毛髪への付着量は不明であり、定量的な排出量及

び明確な排出源として扱うことは困難であるため、公共用水域への排出量には含めない。 

 

4.4 環境媒体別排出量の推定 

各排出源におけるメルカプト酢酸の環境媒体別排出量については、対象業種の届出外事業者、

非対象業種、家庭、移動体のいずれからも排出が推計されていないことから、対象業種の届出

量を環境媒体別の排出量とする。以上のことからメルカプト酢酸は大気へ 10 kg、公共用水域
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へ 3 kg 排出され、土壌への排出はない。また、公共用水域への排出量 3 kg のうち河川への排

出量は 2 kg である (経済産業省, 2005)。 

 

4.5 排出シナリオ 

用途情報及び 2003 年度 PRTR データ等から判断して、メルカプト酢酸は塩化ビニルの製造工程

や、メルカプト酢酸を原料としてパーマ液、医薬中間体等を製造する工程で使用されているが、

環境中への排出量は少ない。またパーマ液を使用する美容業、理容業といった業種から公共用

水域への排出が考えられるが、定量的な排出量及び明確な排出源として扱うことは困難である

ため、ここでは考慮しない。 

 

 

5．環境中運命 

5.1 大気中での安定性 

a. OH ラジカルとの反応性 

対流圏大気中では、メルカプト酢酸とOHラジカルとの反応速度定数は 3.85×10-11 cm3/分子/

秒 (25℃、推定値) である  (SRC:AopWin, 2005)。OHラジカル濃度を 5×105～1×106 分子/cm3とし

た時の半減期は 5～10 時間と計算される。 

 

b. オゾンとの反応性 

調査した範囲内では、メルカプト酢酸のオゾンとの反応性に関する報告は得られていない。 

 

c. 硝酸ラジカルとの反応性 

調査した範囲内では、メルカプト酢酸の硝酸ラジカルとの反応性に関する報告は得られてい

ない。 

 

d. 酸化反応性 

大気中では、メルカプト酢酸は酸化されやすく、ジチオジグリコール酸を生じる (Merck, 

2001; U.S. NLM:HSDB, 2005)。 

 

5.2 水中での安定性 

5.2.1 非生物的分解性 

メルカプト酢酸は、加水分解を受けやすい化学結合はないので加水分解されない 
(US.NLM:HSDB, 2005)。しかし、溶存酸素により酸化されてジチオジグリコール酸になる

と推定される (環境庁, 1999b)。 
 

5.2.2 生分解性 

メルカプト酢酸は、化学物質審査規制法に基づく好気的生分解性試験では、被験物質濃度 30 

mg/L、活性汚泥濃度 100 mg/L、試験期間 4 週間の条件において、生物化学的酸素消費量 (BOD) 

測定での分解率は 100%であり、良分解性と判定されている。なお、全有機炭素 (TOC) 測定で
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の分解率は 98.9%、高速液体クロマトグラフ (HPLC) 測定での分解率は 100%であった (通商産

業省, 1978)。 

この他に、数種の好気的条件下での易分解性試験法による次の報告がある (Blok et al., 1985)。

被験物質濃度 5～20 mg/L、活性汚泥由来の微生物を用いたStrum試験  (OECDテストガイドライ

ン 301B) では、3 試験/5 試験で二酸化炭素発生量測定での分解率が 60%を超えた。MITI (I) 試験
 (OECDテストガイドライン 301C) では、被験物質濃度 100 mg/L、活性汚泥濃度 30 mg/L、試験

期間 2 週間の条件において、4 試験/10 試験でBOD測定での分解率が 60%を超えた。クローズド

ボトル試験 (OECDテストガイドライン 301D) では、被験物質濃度 2～10 mg/L、活性汚泥または

土壌由来の微生物、試験期間 4 週間の条件において、BOD測定での分解率が 60%を超えたもの

はなかった。溶存有機炭素 (DOC) としての被験物質濃度 5～40 mg/L、活性汚泥または土壌由来

の微生物を用いたOECDスクリーニング試験 (OECDテストガイドライン 301E) では、試験期間 4

週間の条件において、2 試験/16 試験でDOC測定での分解率が 70%を超えた。 

以上のことから、メルカプト酢酸は好気的条件下では生分解されやすいと推定される。 

一方、調査した範囲内では、メルカプト酢酸の嫌気的生分解性に関する報告は得られていな

い。 

 

5.2.3 下水処理による除去 

調査した範囲内では、メルカプト酢酸の下水処理による除去に関する報告は得られていない。 

 

5.3 環境中分布推定 

メルカプト酢酸が、大気、水域または土壌のいずれかに定常的に排出されて定常状態に到達

した状態、すなわち、大気、水域、土壌及び底質間の移動、系外への移動・分解などによる減

少が釣り合った後に残存しているメルカプト酢酸の環境中での分布をフガシティモデル・レベ

ルIII (Mackay et al., 1992) により推定した (表 5-1)。なお、環境への排出は、大気、水域及び土

壌の各々に個別に排出される 3 つのシナリオを設定した (化学物質評価研究機構, 2001)。 

メルカプト酢酸が大気に排出された場合は土壌に約 6 割、水域に約 4 割分布し、水域に排出

された場合は主に水域に分布し、また、土壌に排出された場合は土壌に 6 割強、水域に約 3 割

分布するものと推定される。 

 

表 5-1 メルカプト酢酸のフガシティモデル・レベルIIIによる環境中分布推定結果 
分布 (%) 

シナリオ 
大気 水域 土壌 底質 

シナリオ 1 
(大気中に 100%排出) 

0.4 41.2 58.2 0.2 

シナリオ 2 
(水域中に 100%排出) 

0.0 99.6 0.0 0.4 

シナリオ 3 
(土壌中に 100%排出) 

0.0 32.9 67.0 0.1 

(化学物質評価研究機構, 2001) 
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5.4 環境水中での動態 

メルカプト酢酸は、蒸気圧が 10 Pa (20℃)、水には混和し、ヘンリー定数が 1.97×10-3 Pa･m3/mol 

(25℃) であるので (3. 参照)、水中から大気中への揮散性は低いと推定される。メルカプト酢酸

の土壌吸着係数 (Koc) の値は 1 (3. 参照) であるので、非解離状態のメルカプト酢酸は水中の懸

濁物質及び底質には吸着され難いと推定される。しかし、一般環境水中ではメルカプト酢酸の

カルボキシル基は、その解離定数 (pKa1 = 3.60) (3. 参照) から、ほとんどが解離した状態で存在

しており、腐植物質 (フミン物質) のアミノ基やイミノ基などと強く結合し、腐植物質などを多

く含む懸濁物質及び底質には吸着される可能性がある。 

以上のこと及び 5.2 の結果より、環境水中にメルカプト酢酸が排出された場合は、水域から

大気への揮散は無視でき、生分解により除去されると推定される。 

 

5.5 生物濃縮性 

調査した範囲内では、メルカプト酢酸の生物濃縮係数 (BCF) の測定値に関する報告は得られ

ていない。しかし、メルカプト酢酸のBCFはオクタノール/水分配係数 (log Kow) の値 0.09 (3 章

参照) から 3.2 と計算されており (SRC: BcfWin, 2005)、水生生物への濃縮性は低いと推定され

る。 

 

 

6．暴露評価 

この章では、大気、公共用水域、飲料水、食物中濃度の測定データの収集、整理と、PRTR

排出量データから大気、河川水中濃度の推定を行い、水生生物のリスク評価を行うための推定

環境濃度 (EEC) と、ヒト健康のリスク評価を行うための吸入経路及び経口経路の推定摂取量

を決定する。 

 

6.1 環境中濃度 

6.1.1 環境中濃度の測定結果 

ここでは、環境中濃度の測定報告について調査を行い、その結果について概要を示す。また、

得られた報告を基に、暴露評価で用いる濃度の採用候補を選定する。 

 

a. 大気中の濃度 

メルカプト酢酸の大気中濃度に関する報告は、調査した範囲内では得られていない。 

 

b. 公共用水域中の濃度 

メルカプト酢酸の公共用水域中濃度に関する報告は、調査した範囲内では得られていない。 

 

c. 飲料水中の濃度 

メルカプト酢酸の水道水中濃度及び地下水中濃度に関する報告は調査した範囲内では得られ

ていない。 
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d. 食物中の濃度 

メルカプト酢酸の食物中濃度及び魚体内濃度に関する報告は調査した範囲内では得られてい

ない。 

 

6.1.2 環境中濃度の推定 

ここでは、数理モデルを用いて大気及び河川の濃度推定を行う。また食物に関する測定結果

が得られなかったため、魚体内濃度の推定も行う。 

 

a. 大気中濃度の推定 

メルカプト酢酸の2003年度PRTR排出量データと広域大気拡散モデルAIST-ADMER Ver. 1.5 

(産業技術総合研究所, 2005; 東野ら, 2003) を用いて、全国11地域 (北海道、東北、北陸、関東、

中部、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) の大気中濃度を推定した。 

 

大気への排出量分布の推定 

届出データについては、事業所所在地を排出地点とし、メッシュデータによる排出量分布の

推定を行った (製品評価技術基盤機構, 2006)。 

 

計算条件 

メルカプト酢酸は、大気環境中ではガス状で存在すると考えられ (U.S.NLM:HSDB, 2005)、

以下のように計算条件を設定した。 

 

数理モデル  : AIST-ADMER Ver.1.5 

計算対象地域 : 全国 (11地域) 5 km× 5 kmメッシュ 

年間排出量  : 10kg (4.3 参照) 

計算対象期間 : 1年 

気象データ  : アメダス気象年報 2003 (気象業務支援センター, 2005) 

パラメータ  : 雨による洗浄比 1)    1.3×106

大気中での分解係数 2)    1.9×10-5 (1/s) 

大気からの乾性沈着速度 0 (m/s) 

バックグラウンド濃度  0 (μg/m3) 

 

推定結果 

各地域での推定値を表 6-1に示す (製品評価技術基盤機構, 2006)。全国の年平均の最大値は、

中部地域における1.2×10-4μg/m3であった。 

 

                                                        
1) (雨による洗浄比) = 気体定数:8.314 (Pa・m3/(mol・K))×絶対温度:298 (K) ÷ヘンリー定数:1.97×10-3 (Pa・m3 /mol) 

         = 1.3×106    (ヘンリー定数は 3. 参照) 
2) (大気中での分解係数) = OHラジカルとの反応速度定数:3.85×10-11 (cm3/分子/s) × OHラジカル濃度:5×105 (分子/cm3) 
            = 1.9×10-5 (1/s)    (反応速度定数及び濃度は 5.1 参照) 
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表 6-1 メルカプト酢酸の年平均大気中濃度推定結果 

計算対象地域 最小 
(μg/m3) 

最大 
(μg/m3) 

北海道 ＜10-9 ＜10-9

東北 ＜10-9 ＜10-9

北陸 ＜10-9 4.3×10-7

関東 ＜10-9 ＜10-9

中部 ＜10-9 1.2×10-4

東海 ＜10-9 ＜10-9

近畿 ＜10-9 1.0×10-9

中国 ＜10-9 1.3×10-5

四国 ＜10-9 5.1×10-9

九州 ＜10-9 ＜10-9

沖縄 ＜10-9 ＜10-9

(製品評価技術基盤機構, 2006) 
10-9μg/m3未満の推定結果はすべて「＜10-9」と表記した。 

 

 

b. 河川水中濃度の推定 

メルカプト酢酸の2003年度PRTRデータ (届出及び届出外排出量) から推定した全国におけ

る公共用水域への排出量2.8 kg/年のうち、河川への排出量は2.3 kg/年であった。 

PRTR対象物質簡易評価システム (日本化学工業協会, 2002) を用いて、河川への排出量が最

も多い事業所に着目し、その排出先である河川水中濃度を推定した。 

 

計算条件 

数理モデル : PRTR 対象物質簡易評価システム 

計算対象 :  雲出川 (経済産業省, 2005) 

排出源から下流方向1 km 

年間排出量 : 2.3 kg (経済産業省, 2005) 

計算対象期間 : 1年 

年間平均河川流量 : 14.36 (m3/s) (国土交通省, 2005) 

パラメータ : オクタノール/水分配係数 log Kow = 0.09 (3.参照) 

蒸気圧 10 Pa (20℃) (3.参照) 

水溶解度 1) 1,000 (g/L) (3.参照) 

生物分解速度定数 2) 5.4×10-7 (1/s)  

 

推定結果 

推定の結果、メルカプト酢酸の河川水中濃度は、5.0×10-3μg/Lであった (製品評価技術基盤

機構, 2006)。 

 

 

                                                        
1) 水に混和 (3.参照) であるため、1,000 g/L と仮定した。 
2) (生物分解速度定数) = loge2 ÷ 半減期: 分解度が高い (5.参照)ことから 360 時間と仮定      

 = 5.4×10-7 (1/s) 
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c. 魚体内濃度の推定 

メルカプト酢酸の魚体内濃度は、海域に生息する魚の体内に濃縮されると仮定し、海域中濃

度と生物濃縮係数 (BCF) を乗じて魚体内濃度を推定する。ここでは、海域中濃度が得られて

いないため、河川水中濃度が海域で 1/10 に希釈されると仮定して海域中濃度とした。なお、河

川水中濃度は、測定結果の採用候補が得られていないため、推定結果の 5.0×10-3μg/Lとした。 

 

計算条件及び推定結果 

海域中濃度 : 5.0×10-4 (5.0×10-3×1/10) (μg/L) 

生物濃縮係数 : 3.2 (L/kg) (5.5 参照) 

魚体内濃度 : 5.0×10-4 (μg/L) × 3.2 (L/kg) ＝ 1.6×10-3 (μg/kg) 

 

魚体内濃度の推定結果は 1.6×10-3μg/kgであった。 

 

6.2 水生生物生息環境における推定環境濃度 

水生生物が生息するEECを、公共用水域中の測定結果と河川水中濃度の推定結果から決定す

る。EECは、測定結果の採用候補が得られていないため、推定結果である 5.0×10-3μg/Lを用い

た (6.1.1b、6.1.2 b 参照)。 

 

6.3 ヒトへの暴露シナリオ 

6.3.1 環境経由の暴露 

メルカプト酢酸の環境経由のヒトへの暴露経路は、呼吸による吸入暴露と飲料水及び食物か

らの経口暴露が主として考えられる。魚類以外の食物中の濃度に関する測定結果は得られてい

ないため、ここでは食物として魚類のみを考慮する。 

 

6.3.2 消費者製品経由の暴露 

入手した用途情報から、メルカプト酢酸の消費者製品として、パーマ液からの経皮暴露が考

えられるが、調査した範囲内では、経皮からの摂取量を定量的に求めるための情報が得られな

かった。このため本評価書ではパーマ液による暴露について考慮しない (4.3.2 参照)。 

 

6.4 ヒトの推定摂取量 

本評価書において各経路からの摂取量を推定する際、成人の大気吸入量を 20 m3/人/日、飲料

水摂水量を 2 L/人/日、魚類の摂食量を 120 g/人/日とした。 

推定摂取量の算出は、以下の仮定に従って求めた。 

大気からの摂取量推定に採用する大気中濃度は測定結果と推定結果から決定する。大気中濃

度は、測定結果が得られていないため、推定結果より 1.2×10-4μg/m3とした (6.1.1a、6.1.2a 参

照)。 

飲料水からの摂取量推定に採用する飲料水中濃度は、飲料水に関する測定結果が入手できな

かったため河川濃度で代用する。ここでは河川水中濃度の推定結果から、飲料水中濃度を 5.0

×10-3μg/Lとした (6.1.1c、 6.2.参照)。 
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魚類からの摂取量推定に採用する魚体内濃度は、魚体内濃度の推定結果から 1.6×10-3μg/kg

とした (6.1.2d 参照)。 

これらの仮定のもとに推定したヒトでの摂取量は、以下のとおりである。 

 

大気からの摂取量：1.2×10-4 (μg/m3) × 20 (m3/人/日) ＝ 2.4×10-3 (μg/人/日)  

飲料水からの摂取量：5.0×10-3 (μg /L) × 2 (L/人/日) ＝ 0.01 (μg/人/日) 

魚類からの摂取量：1.6×10-3 (μg/kg) × 0.12 (kg/人/日) ＝ 1.9×10-4 (μg/人/日) 

 

成人の体重を平均 50 kg と仮定して、体重 1kg あたりの摂取量を求めると次のようになる。 

吸入摂取量：2.4×10-3 (μg/人/日) / 50 (kg/人) ＝ 4.8×10-5 (μg/kg/日) 

経口摂取量：(0.01 + 1.9×10-4) (μg/人/日) / 50 (kg/人) ＝ 2.0×10-4 (μg/kg/日) 

合計摂取量：4.8×10-5 (μg/kg/日) + 2.0×10-4 (μg/kg/日) ＝ 2.5×10-4 (μg/kg/日) 

 

＜河川水中濃度の推定について＞ 

4.5 より、パーマ液を使用する美容業、理容業といった業種から水域への排出が考えられる

が、ここでは考慮していない。 

 

 

7．環境中の生物への影響 

7.1 水生生物に対する影響 

7.1.1 微生物に対する毒性 

調査した範囲内では、メルカプト酢酸の微生物に関する試験報告は得られていない。 

 

7.1.2 藻類に対する毒性 

メルカプト酢酸の藻類に対する毒性試験結果を表 7-1に示す。 

淡水緑藻のセレナストラムを用いた生長阻害試験が報告されている。暴露開始時の測定濃度

が設定濃度に対して 34.3～83.1％、72 時間後では 13.5～27.3％であったため、暴露開始時の測

定濃度から毒性値を求めた。バイオマス及び生長速度により算出された 72 時間EC50はそれぞれ

2.9 mg/L、8.6 mg/L超、72 時間NOECはそれぞれ 0.32 mg/L、2.2 mg/Lであった (環境庁, 1999a)。 

海産種についての試験報告は得られていない。 
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表 7-1 メルカプト酢酸の藻類に対する毒性試験結果 

生物種 試験法/ 
方式 

温度

(℃) 
エンドポイント 

濃度 
(mg/L) 

文献 

淡水 
Selenastrum 
capricornutum1)

(緑藻、ｾﾚﾅｽﾄﾗﾑ) 

OECD 
201 

GLP 
止水 

23.0- 
23.5 

 
72 時間EC50 

24-48 時間EC50 

24-72 時間EC50 

0-72 時間EC50
2)

72 時間 NOEC 
24-48 時間 NOEC
24-72 時間 NOEC
0-72 時間NOEC2)

生長阻害 
ﾊﾞｲｵﾏｽ 
生長速度 
生長速度 
生長速度 
ﾊﾞｲｵﾏｽ 
生長速度 
生長速度 
生長速度 

 
2.9 

> 8.6 
> 8.6 
> 8.6 
0.32 
> 8.6 
2.2 
2.2 
(m)3)

環境庁, 1999a

(m): 測定濃度 
1) 現学名: Pseudokirchneriella subcapitata、2) 文献をもとに再計算した値、3) 暴露開始時の測定濃度 
太字はリスク評価に用いたデータを示す。 
 

 

7.1.3 無脊椎動物に対する毒性 

メルカプト酢酸の無脊椎動物に対する毒性試験結果を表 7-2に示す。 

甲殻類のオオミジンコを用いた急性及び長期毒性が検討されている。急性毒性は 48 時間EC50 

(遊泳阻害) は 35.8 mg/Lであった (環境庁, 1999b)。長期毒性については、繁殖を指標とした 21

日間NOECが 2.7 mg/Lであった (環境庁, 1999c)。これらの試験では測定濃度が暴露 24 時間後 

(換水前) では設定濃度に対して 50％以下に低下しており、この理由としてメルカプト酢酸が水

中の溶存酸素で酸化され、酸化物を生成したことによるとしている (環境庁, 1999b,c)。 

海産種についての試験報告は得られていない。 

 

表 7-2 メルカプト酢酸の無脊椎動物に対する毒性試験結果 

生物種 
大きさ/
成長段階

試験法/ 
方式 

温度

(℃) 
硬度 

(mg CaCO3/L)
pH 

エンドポイント 
 

濃度 
(mg/L) 

文献 

淡水 
Daphnia 
magna 
(甲殻類、 
ｵｵﾐｼﾞﾝｺ) 

OECD 
202 
GLP 

半止水 

20.3- 
20.7 

223 4.4-
7.4 

24 時間EC50

48 時間EC50

遊泳阻害 

44.9 
35.8 
(m) 

環境庁, 
1999b 

 

生後 
24 時間

以内 

OECD 
202 

GLP 
半止水 

20.1- 
20.9 

233 6.6- 
8.2 

21 日間LC50

21 日間EC50

21 日間 NOEC 
21 日間 LOEC
繁殖 

5.7 
4.1 
2.7 
6.5 
(m) 

環境庁, 
1999c 

(m): 測定濃度 
太字はリスク評価に用いたデータを示す。 
 

 

7.1.4 魚類に対する毒性 

メルカプト酢酸の魚類に対する毒性試験結果を表 7-3に示す。 
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メダカを用いた急性毒性試験では 96 時間LC50としてpH未調整で 39.8 mg/L、pH調整で 74.8 

mg/L超の報告が得られている。この試験において低～中濃度区では暴露 24 時間後 (換水前) の

測定濃度が設定濃度に対して 50％以下に低下しており、この理由としてメルカプト酢酸が水中

の溶存酸素により酸化され、酸化物を生成したことによるとしている (環境庁, 1999d)。また、

pH調整及び未調整での試験報告から、pH未調整の試験液でみられた毒性は液性 (酸性) による

ものと考えられる。ファットヘッドミノーを用いた試験では 96 時間LC50が 30.0 mg/Lであった

との報告もある (Bender, 1969)。 

海水魚や長期毒性についての試験報告は得られていない。 

 

表 7-3 メルカプト酢酸の魚類に対する毒性試験結果 

生物種 
大きさ/
生長段階

試験法/ 
方式 

温度

(℃)
硬度  

(mg CaCO3/L)
pH エンドポイント 濃度

(mg/L) 文献 

淡水 
23.2-
23.9

3.4-
5.9 

39.81)

(m)  
Oryzias latipes 
(ﾒﾀﾞｶ) 

2.06 cm 
0.1378 g

半止水 

23.7-
23.8

30.0 

6.2-
6.8 

96 時間LC50

> 74.82) 

(m) 

環境庁, 
1999d 

Pimephales 
promelas 
(ﾌｧｯﾄﾍｯﾄﾞﾐﾉｰ) 

< 15 g ND 17 50-70 7.0-
7.3 

96 時間LC50 30.0 
 

Bender, 
1969 

(m): 測定濃度 
1) pH 未調整の試験液中、30.9 mg/L (pH5.5-5.9) までの試験区では死亡なし、55.6 mg/L 区 (pH3.9-4.0) で 48 時

間、100 mg/L 区 (pH3.4-3.5) で 24 時間までに全個体 (10/10) が死亡。 
2) pH 調整した試験液 (74.8 mg/L、pH6.2-6.8) を用いた場合。この試験液中、96 時間までの死亡は 1 個体 (1/10) 
太字はリスク評価に用いたデータを示す。 

 

 

7.1.5 その他の水生生物に対する毒性 

調査した範囲内では、メルカプト酢酸のその他の水生生物 (両生類等) に関する試験報告は

得られていない。 

 

7.2 陸生生物に対する影響 

7.2.1 微生物に対する毒性 

調査した範囲内では、メルカプト酢酸の微生物に関する試験報告は得られていない。 

 

7.2.2 植物に対する毒性 

調査した範囲内では、メルカプト酢酸の植物に関する試験報告は得られていない。 

 

7.2.3 動物に対する毒性 

調査した範囲内では、メルカプト酢酸の動物に関する試験報告は得られていない。 

 

7.3 環境中の生物への影響 (まとめ) 

メルカプト酢酸の環境中の生物への影響については水生生物の藻類、甲殻類及び魚類で生長
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阻害、遊泳阻害、繁殖、致死等を指標に検討されている。水系微生物、海産生物及び陸生生物

に対しては利用可能な試験報告は得られていない。 

藻類については、セレナストラムの生長阻害試験の結果、バイオマス及び生長速度により算

出された 72 時間EC50はそれぞれ 2.9 mg/L、8.6 mg/L超であり、バイオマスにより算出された値

はGHS急性毒性有害性区分IIに相当し、強い有害性を示す。同じ試験での 72 時間NOECは 2.2 

mg/L (生長速度) であった。 

無脊椎動物の急性毒性については、オオミジンコに対する 48 時間EC50 (遊泳阻害) が 35.8 

mg/Lであり、この値はGHS急性毒性有害性区分IIIに相当し、有害性を示す。長期毒性について

は、オオミジンコの繁殖を指標とした 21 日間NOECが 2.7 mg/Lであった。 

魚類については、メダカを用いた試験では 96 時間LC50がpH未調整で 39.8 mg/L、pH調整で 74.8 

mg/L超であった。また、ファットヘッドミノーに対する 96 時間LC50が 30.0 mg/Lであり、これ

らの値はGHS急性毒性有害性区分IIIに相当し、有害性を示す。海水魚や長期毒性についての試

験報告は得られていない。 

 

 以上から、メルカプト酢酸の水生生物に対する急性毒性は、藻類に対して GHS 急性毒性有

害性区分 II に相当し、強い有害性を示す。長期毒性についての NOEC は、藻類では 2.2 mg/L、
甲殻類では 2.7 mg/L である。 

得られた毒性データのうち水生生物に対する最小値は、藻類であるセレナストラムの生

長阻害を指標とし、生長速度で算出した 72 時間 NOEC の 2.2 mg/L である。 
 

 

8．ヒト健康への影響 

8.1 生体内運命 

メルカプト酢酸は、腐食性を有するため、アルカリ性 (アンモニア、水酸化ナトリウム) 溶

液を加え、アンモニウム塩、ナトリウム塩で試験が行われている。 

メルカプト酢酸の生体内運命については、主として35S-メルカプト酢酸中和物あるいはメル

カプト酢酸ナトリウムを用いて検討されている。 

雄ウサギに35S-メルカプト酢酸ナトリウム 330 mg/kgを経皮投与した実験で、投与 1 時間後及

び 5 時間後までに投与放射能の 5～8%、30～40%が尿中に排泄された。メルカプト酢酸の経皮

吸収性は高いと判断されている (Freeman et al., 1956b)。 

雄ラットに35S-メルカプト酢酸 (水酸化ナトリウムで中和) 100 mg/kgを静脈内投与した実験

で、血中放射能は投与 30～60 分後で全投与量の 3%以下、2～3 時間後で 1%以下、4～7 時間後

で 0.1%以下であった。また、50 mg/kgを静脈内投与し、2 時間後に各種組織への分布を調べた

実験で、比較的高い分布の見られた小腸で全投与量の 0.07%、腎臓で 0.03%、肝臓で 0.02%、胃

で 0.02%であった。これらの結果から、メルカプト酢酸は血中から速やかに消失し、各種組織

に蓄積しないと判断されている (Bakshy and Gershbein, 1972)。 

ラットに35S-メルカプト酢酸ナトリウム 12.5、25、50、75 mg/kgを腹腔内投与した実験で、24

時間後までに全放射能の 60～100%が尿中に排泄された。排泄物としてはneutral sulfate、有機硫

酸塩に比べinorganic sulfateが多いことが示唆されている (Freeman et al., 1956b)。 
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雄ラットに35S-メルカプト酢酸 (水酸化ナトリウムで中和) 100 mg/kgを静脈内投与した実験

で、24 時間後までに全放射能の 82%が尿中に排泄された。排泄物としてneutral sulfate (53%)、

inorganic sulfate (26%)、ethereal sulfate (4%) が検出された。同量を腹腔内投与した場合も、24

時間後までに全放射能の 91%が尿中に排泄され、排泄物としてneutral sulfate (61%)、inorganic 

sulfate (28%)、ethereal sulfate (2%) が検出された。また、非標識のメルカプト酢酸 100～150 mg/kg

をラットに腹腔内投与した実験で、24 時間後までに全投与量の 28%がジスルフィド体として尿

中に排泄されたが、チオール化合物は尿中に検出されなかった (Bakshy and Gershbein, 1972)。 

ウサギに35S-メルカプト酢酸ナトリウム 70、80、123 mg/kgを静脈内投与した実験で、24 時

間後までに全放射能の 63～83%が尿中に排泄された。排泄物としてはinorganic sulfateに比べ

neutral sulfate、有機硫酸塩が多いことが示唆されている (Freeman et al., 1956b)。 

雄ウサギに35S-メルカプト酢酸 (水酸化ナトリウムで中和) 100～200 mg/kgを腹腔内投与した

実験で、24 時間後までに全放射能の 88%が尿中に排泄された。排泄物としてneutral sulfate (52%)、

inorganic sulfate (32%)、ethereal sulfate (3%) が検出された (Bakshy and Gershbein, 1972)。 

 

以上、ウサギに35S-メルカプト酢酸ナトリウムを経皮投与した実験で、投与 5 時間後までに35S

の 3～4 割が尿中に排泄されていることより、メルカプト酢酸の経皮吸収性は高い。 

ラットに35S-メルカプト酢酸を静脈内投与した実験で、35Sは血中から速やかに消失し、組織

に蓄積しない。ウサギ、ラットに静脈内投与や腹腔内投与した場合には、24 時間後までに35S

の 6 割以上が尿中に排泄された。排泄物としては、neutral sulfate、inorganic sulfate、ethereal sulfate

が検出された。ラットに腹腔内投与した場合、24 時間後までに全投与量の 3 割がジスルフィド

体として尿中に排泄された。 

 

8.2 疫学調査及び事例 

a. 急性影響 

メルカプト酢酸のヒトへの急性影響については、79 歳女性が、メルカプト酢酸を含むパーマ

液使用の 1 時間後に急性肺水腫を起こした事例がある。その後、肺傷害 (出血性線維性気管支

炎) の他に、重度の乳酸血症、腎不全、成人呼吸促迫症候群、肝不全及び横紋筋融解からなる

多臓器不全を起こした。回復後には粘膜出血を伴うアレルギー性血管炎の徴候がみられた 

(Meier, 1996)。 

眼、顔、脚、腕を高濃度のメルカプト酢酸に暴露された事例で、皮膚に第 2 度の火傷を引き

起こし、1～2 時間以内に角膜が混濁し、結膜浮腫が生じた (Grant, 1986)。 

メルカプト酢酸の経口摂取あるいは経皮吸収により、嚥下困難を伴う口腔、咽頭、食道粘膜

の腐食、吐き気及び嘔吐を伴う胃痛、胃出血、頻脈、浅呼吸、乏尿のほか、循環虚脱による死

亡や声門水腫による窒息死を起こすことがある。また、外科的処置を必要とする下部食道、胃

及び幽門の狭窄が 2～3 週間以内に現れ、数か月または数年に亘る場合がある。その他に接触し

た部位の粘膜及び皮膚で潰瘍、永続的な瘢痕が角膜、皮膚及び口腔咽頭にみられる場合もある 

(Gosselin et al., 1984)。 

 

b. 慢性影響 
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メルカプト酢酸の疫学調査及び事例 (慢性影響) を表 8-1に示す。 

38 歳の女性にメルカプト酢酸アンモニウム (ATG) を含むパーマ液市販品を 1 回/3 か月、5

年間使用した際に頭頂部に非そう痒性膿疱ができた。その後も使用する度に軽い皮膚刺激と毛

髪の損傷を経験した。頭頂部の脱毛が徐々に進行し、疣贅 (ゆうぜい) 性脱毛症に至った。臨

床及び使用の経過から、メルカプト酢酸の刺激による頭頂部の炎症及びカーラーの常用による

物理的刺激で脱毛に至ったと推測している (Bulengo-Ransby and Bergfeld, 1992)。 

被験者 154 人 (16～77 歳) の腕及び項部皮膚に ATG の 6.5%溶液を 40～60 分/日、6 日/週、2

か月間適用した試験で、皮膚刺激性はみられなかった (McNally and Scull, 1948)。 

被験者 20 人 (詳細不明) に対してメルカプト酢酸の 1.25%溶液 0.5 mL で 3 回/週、3 週間の感

作を行い、その 10 日後に惹起を行ったパッチテストで感作性はみられなかった (Voss, 1958)。 

美容品により喘息症状を示した患者 14 人に ATG の水溶液 (濃度不明) を噴霧吸入させた試

験で 14/14 例が陽性反応を示した。症状としては喘息性呼吸、発作性咳嗽、咽頭刺激、鼻閉及

び水性鼻漏症状がみられ、感受性の程度により 30 分から 2 時間症状が持続したと報告されてい

る (Gelfand, 1963)。 

美容師見習女性 4 人(19 歳)が数か月間メルカプト酢酸に職業暴露された事例で、実習を始め

て数か月後に両手に湿疹性皮膚炎の発症がみられた。オープンパッチテストにより美容院で使

用する各種パーマ液及びその成分を調べたところ、ATG が原因物質であることが判明した。紅

斑及び浮腫が 96 時間以上経っても観察されたことから、アレルギー性接触皮膚炎と推定された 

(Yamasaki et al., 1984)。 

美容師 19 人(女性 13 名、男性 6 名)が ATG に最長 10 年間職業暴露され、手指の湿疹をもつ

患者で、使用していた頭髪用製品、ゴム手袋及びパラフェニレンジアミン、ATG、臭素酸ソー

ダなどの主成分のパッチテストを行った。疾患患者 (18 人) が ATG を主成分とするコールドパ

ーマ液に暴露された試験で、対照群で陰性 (20/20 例)、暴露群で中等度 (5/18 例)、または軽度 

(3/18 例) の陽性反応がみられた。ATG 水溶液 (3～7%、オープンパッチ) 暴露で､対照群に陰性

(7/7 例)、暴露群では 3～7%に中等度 (1/10 例)、7%で軽度 (1/10 例) の陽性がみられた。疾患

患者 (13 人) が ATG 水溶液 (0.3～7%、クローズドパッチ) に暴露された試験で、対照群の 3%

以下では陰性 (20/20 例)、5%及び 7%では少数例で陽性反応がみられた。暴露群の 3%で強度 

(1/13 例)、中等度 (3/13 例) 、及び軽度 (1/13 例) の陽性がみられた。このうち 2 例は 0.7%に軽

度の陽性反応がみられた。5%で強度 (1/13 例) 及び中等度 (4/13 例) の陽性、7%で強度 (1/13

例)、中等度 (6/13 例) 及び軽度 (1/13 例) の陽性がみられた (伊藤ら, 1985)。 

美容師見習及び実習生 (16～22 歳、女性) で ATG に 1 か月～1 年間職業暴露され、手に皮膚

炎を発症した患者 13 人に、オープンパッチテストにより美容院で使用する各種調合品及びその

成分を検査した。その結果、12/13 例が毛染め液の成分であるパラフェニレンジアミンに陽性、

3/7 例が ATG に陽性であった (Matsunaga et al., 1988)。 

 

 以上、メルカプト酢酸はヒトで感作性を示し、アレルギー性接触皮膚炎を生じることがある。

また、皮膚、眼への強い刺激性を示し、化学火傷を起こすことがある。メルカプト酢酸との接

触により粘膜及び皮膚で潰瘍、経皮吸収により頻脈、浅呼吸、乏尿、循環虚脱による死亡、経

口摂取により嚥下困難を伴う口腔、咽頭、食道粘膜の腐食、吐き気及び嘔吐を伴う胃痛、胃出
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血などを起こすことがある。 

 

表 8-1 メルカプト酢酸の疫学調査及び事例 (慢性影響) 

対象 暴露状況 暴露量 結果 文献 
38歳女性 消費者暴露 

経皮 
5年、1回/3か月 
慢性 
ATGを含むパーマ

液 

不明 頭頂部に非そう痒性膿疱。その後も使用する

度に軽い皮膚刺激と毛髪の損傷。頭頂部の脱

毛が徐々に進行し、疣贅性脱毛症に至った。

臨床及び使用の経過から、メルカプト酢酸の

刺激による頭頂部の炎症及びカーラーの常用

による物理的刺激により脱毛に至ったと推測

した。 

Bulengo- 
Ransby & 
Bergfeld, 
1992 

154名 (健
常者76人、

皮膚病患者

78人) 
16-77歳 
 

皮膚刺激性試験 
腕及び項部の皮膚

に6.5% ATGを適用 
40-60分/日、6日/

週、2か月 
適用後には水で洗

浄 

適用容量不明 6.5% ATG 溶液に対し、皮膚刺激性は認められな

なかった。 
McNally & 
Scull, 1948

20人 (詳細

不明) 
パッチテスト 
(感作性試験)  
24 時間/回、3 回 
 (月、水、金曜日)/ 
週、3 週間 
休止：10 日間 
惹起：24時間パッチ

適用 

1.25% (0.14 M)
溶液0.5 mL 

48時間後及び96時間後 
 感作性なし。 

Voss, 1958

14人 (美容

品による気

管支喘息の

患者) 

吸入刺激試験 
 
被験者の近くで試

験液を噴霧し、その

後の症状を観察 

原液 (濃度不明) 
の10、100、
10,000、100,000
倍希釈液 

100 倍希釈液は 14/14 例で陽性。対照群 (美容

品非感受性の喘息患者 10 人及び健常者 8 人) 
は全例陰性。 
 症状：喘息性呼吸、発作性咳嗽、咽頭刺激、

鼻閉、水性鼻漏 
    感受性の程度により30分-2時間症状

が持続 

Gelfand, 
1963 

美容師見習 
4人(19歳、

女性) 

職業暴露 
数か月 

不明 実習を始めて数か月後に両手に湿疹性皮膚炎

を発症。 
オープンパッチテストによりATG陽性 
紅斑及び浮腫が96時間以上経っても観察され

たことから、アレルギー性接触皮膚炎と推定

された。 

Yamasaki 
et al., 1984
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対象 暴露状況 暴露量 結果 文献 
美容師 
19人 (女性

13人、男性6
人) 

職業暴露 
最長10年 
慢性 

不明 美容師の手指の湿疹患者19名について、使用

していた頭髪用製品、ゴム手袋及びパラフェ

ニレンジアミン、ATG、臭素酸ソーダなどの

主成分のパッチテストを行った。 
 
ATGを主成分とするコールドパーマ液: 
 対照群; 20/20例で陰性 
 試験群; 5/18例で中等度、3/18例で軽度の陽

性反応 
 
ATG水溶液 (3–7%、オープンパッチ): 
 対照群; 7/7例で陰性。 
 試験群; 3–7%では1/10例で中等度、7%では

1/10例で軽度の陽性。 
 
ATG水溶液 (0.3–7%、クローズドパッチ): 
 対照群; 3%以下では20/20例で陰性、5%及び

7%では少数例で陽性。 
 試験群; 3%で1/13例で強度、3/13例で中等

度、1/13例で軽度の陽性。このうち

2例は0.7%に軽度の陽性。 
     5%で1/13例で強度、4/13例で中等

度の陽性。 
     7%で1/13例で強度、6/13例で中等

度、1/13例で軽度の陽性 

伊藤ら, 
1985 

Matsunaga 
et al., 1988

美容師見習

及び実習生 
13人 (16-22
歳、女性) 

職業暴露 
1か月-1年 

不明 手に皮膚炎を発症した患者13人についてオー

プンパッチテストにより美容院で使用する各

種調合品及びその成分を検査。 
12/13例が毛染め液の成分であるパラフェニレ

ンジアミンに陽性、3/7例がATGに陽性。 
ATG: メルカプト酢酸アンモニウム 

 

 

8.3 実験動物に対する毒性 

8.3.1 急性毒性 

メルカプト酢酸の実験動物に対する急性毒性試験結果を表 8-2に示す。 

経口投与では観察期間 1日の試験データしか得られていないが、LD50値はマウスで 242～ 322 

mg/kg、ラットで 114～136 mg/kg、ウサギで 119 mg/kgであった (Schmidt et al., 1974)。 

吸入暴露では、ラットで 210 mg/m3 (4 時間) のLC50値が得られており、毒性症状として閉眼、

呼吸異常、不穏行動、屈曲姿勢などの一般状態の変化、死亡例で肺相対重量の増加及び肺のう

っ血がみられた (Elf Atochem North America., 1994)。 

経皮投与では、マウスで 47～60 mg/kgのLD50値が得られており、毒性症状として振戦及びけ

いれんがみられた (Hasegawa et al., 1989)。 
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表 8-2 メルカプト酢酸の急性毒性試験結果 
 マウス ラット ウサギ モルモット 

経口LD50 

(mg/kg) 
242 -322 (1 日後) 114 -136 (1 日後) 119 (1 日後) ND 

吸入LC50 

(mg/ m3) 
ND 210 (4 時間) ND ND 

経皮LD50 

(mg/kg) 
47 -60 ND ND ND 

静脈内LD50 

(mg/kg) 
145 ND ND ND 

腹腔内LD50 

(mg/kg) 
138 -737 70 -126 ND 157 

  ND: データなし 

 

 

8.3.2 刺激性及び腐食性 

メルカプト酢酸の実験動物に対する刺激性及び腐食性試験結果を表 8-3に示す。 

ラットの無傷皮膚に ATG の 6.5%溶液を 1 時間/日、6 日/週、3 か月間適用し、適用 1 時間後

に水で洗浄した試験で刺激性はみられなかった。一方、ラットの有傷皮膚に適用した場合は顕

著な刺激性が認められ、適用を 7 日で中止している (McNally and Scull, 1948)。 

モルモットの皮膚にメルカプト酢酸の 9%溶液 (pH=8.0)、0.1 mL を 21 日間連続で適用した皮

膚累積刺激性試験で、7/8 例で軽度～明瞭な刺激性、1/8 例で軽度～中等度の刺激性がみられた 

(Hoffmann la Roche, 1980)。 

モルモットの皮膚に ATG の 6.5%溶液を 1 時間/日、6 日/週、1 か月間適用し、適用 1 時間後

に水で洗浄した試験で刺激性はみられなかった (McNally and Scull, 1948)。 

Hartley モルモットの皮膚に ATG の 0.05～30% (親水軟膏基剤) を適用した試験では、最高濃

度の 30%でも全例 (10 匹/群) が陰性と報告されている (伊藤ら, 1985)。 

NZW ウサギの眼にメルカプト酢酸の 10%水溶液、0.1 mL を適用した 2 つの眼刺激性試験の

いずれにおいても、眼に対する刺激性が認められた (Jacobs, 1992; Jacobs and Martens, 1989)。 

 

以上、メルカプト酢酸は実験動物の皮膚及び眼に対して刺激性を有する。アンモニウム塩で

ある ATG は､無傷皮膚では皮膚刺激がみられていないが、有傷皮膚では顕著な刺激性がみられ

た。 

 

表 8-3 メルカプト酢酸の刺激性及び腐食性試験結果 
動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結果 文献 

ラット 
12匹/群 

無傷皮膚 
有傷皮膚 
 

1時間/日、6
日/週、3か月

6.5% ATG 
適用1時間後

に水で洗浄 

無傷皮膚: 刺激性なし 
有傷皮膚: 顕著な皮膚刺激性あり 

(7日間で適用中止) 

McNally 
& Scull, 
1948 
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動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結果 文献 
Hoffmann 
la Roche, 
1980 

モルモット 
8匹/群 

皮膚 
 

21日間毎日 9.0% 
0.1 mL 
pH=8.0 
 
 
 
 

皮膚刺激性あり 
軽度–明瞭な刺激性が7匹 
軽度–中等度の刺激性が1匹 

モルモット 
6匹/群 

皮膚 
 

1時間/日、6
日/週、1か月

6.5% ATG 
適用1時間後

に水で洗浄 

皮膚刺激性なし McNally 
& Scull, 
1948 

モルモット 
Hartley 
雌 
10匹/群 

皮膚 
 

ND ATGを使用 
親水軟膏基剤

0.05、0.1、0.2、
0.5、1、2、5、
10、20、30%

皮膚刺激性なし (全投与量群で全例

陰性) 
伊藤ら, 
1985 

Jacobs, 
1992 

ウサギ 
NZW 
6匹/群 

OECD TG 405 
下部結膜のう 
 

ND 10%水溶液 
0.1 mL 

眼刺激性あり 
投与後24、48、72時間の平均:  
 結膜>2.5 
 虹彩>1 
 角膜混濁>2 

ウサギ 
NZW 
6匹/群 

眼 (結膜のう) 
 

ND 10%水溶液 
0.1 mL 

眼刺激性あり Jacobs & 
Martens, 
1989 

ATG: メルカプト酢酸アンモニウム 
ND: データなし 
 

 

8.3.3 感作性 

メルカプト酢酸の実験動物に対する感作性試験結果を表 8-4に示す。 

Connaught または Hartley モルモットをメルカプト酢酸の 2.5%溶液 (初回時 0.05 mL、2 回目

以降 0.1 mL、アンモニアで pH9.0～9.3 に中和) で 3 回/週、10 回感作し、10～14 日後に惹起を

行った試験で感作性はみられなかった (Voss, 1958)。 

モルモットをメルカプト酢酸の 9.0%溶液、0.1 mL で 21 日間感作した後に惹起を行った試験

で皮膚刺激性はみられたが、感作性はみられなかった (Hoffmann la Roche, 1980)。 

一方、雌の Hartley モルモットを ATG の 30% (親水軟膏基剤、 容量不明) で 2 週間にわたり

2 日間/回、6 回感作し、2 週間の休止後惹起を行った試験で弱い感作性がみられた (伊藤ら, 1985)。 

  

以上から、メルカプト酢酸はモルモットに対して弱い感作性がある。 

 

表 8-4 メルカプト酢酸の感作性試験結果 
動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結果 文献 

モルモット 
Connaughtま
たはHartley 
10匹/群 

感作 皮内 
休止: 10-14 日

間 
惹起: 皮内 
 
アンモニアで

pH9.0～9.3 に中

和した水溶液 

感作: 3回/週で10回 
惹起: 1回。翌日観察。

感作: 2.5%を

0.05 mL (初回)
及び0.1 mL (2
回目以降) 
惹起: 2.5%を

0.05 mL 

感作性なし Voss, 
1958 
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動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結果 文献 
Hoffmann
la Roche , 
1980 

モルモット 
8匹/群 

感作: 皮膚に適

用 
惹起: 反対側皮

膚に適用 

感作: 21日間毎日 
惹起: 21日目及び35

日目 

9.0%溶液 (pH 
8) を0.1mL 

皮膚刺激性みられたが、 
感作性なし 

 
 

モルモット 
Hartley 
雌 
8匹/群 

感作 : 項部に密

封適用 
休止: 2 週間 
惹起: 腹部に適

用 
 
ATG を使用 

感作: 2 日間/回、 
6 回/2 週間 

 

感作: 30% (親
水軟膏基剤)

惹起: 0.2、0.5、
1、2、5、10、
20、30% (親
水軟膏基剤)

弱い感作性あり 
 

陽性割合: 4/8 (30%)、3/8 
(20%)、1/8 (10%)、1/8 
(5%)、1/8 (2%)、1/8 (1%)、
1/8 (0.5%)、0/8 (0.2%) 

伊藤ら, 
1985 

ATG: メルカプト酢酸アンモニウム 
 

 

8.3.4 反復投与毒性 

メルカプト酢酸の実験動物に対する反復投与毒性試験結果を表 8-5に示す。 

これらの試験は経皮及び腹腔内投与で行われており、調査した範囲内では、経口投与及び吸

入暴露による試験報告は得られていない。 

雌の Swiss マウス (7 週齢) に、0、1、2 (w/v) %メルカプト酢酸ナトリウム (アセトン溶液) を

0.02 mL/匹 (メルカプト酢酸として: 0、8、16mg/kg/日：CERI 換算) を 2 回/週、生涯にわたり

経皮 (塗布) 投与した試験で、生存期間、体重の推移に影響はみられなかった (Stenback et al., 

1977)。 

雌のウサギ (8 週齢、系統不明) に、0、1、2 (w/v) %のメルカプト酢酸ナトリウム (アセトン

溶液) 0.02 mL/匹 (メルカプト酢酸として: 0、0.08、0.16mg/kg/日：CERI 換算) を 2 回/週、85

週間左耳介内側皮膚投与した試験で、1%以上の群で､体重、摂餌量、行動、症状等に対照群と

差異はみられなかった。85 週間の間に、試験群各 2 匹 (2/5) が死亡 (対照群: 3 匹 (3/5) 死亡)

がみられた。血液学的検査、血液生化学的検査及び尿検査で対照群と差異はみられなかった

(Stenback et al., 1977)。 

雄の Osborne-Mendel ラット (5 匹/群) にメルカプト酢酸 0、100 mg/kg/日の 5%水溶液を 5 日/

週、24 週間腹腔内投与した試験で、100 mg/kg で軽度の甲状腺過形成がみられた (Freeman et al., 

1956a)。  

 

以上、マウスに生涯にわたり投与した経皮試験で、最高用量の 16 mg/kg/日に影響はみられず、

またウサギに 85 週間投与した経皮試験で、最高用量の 0.16 mg/kg/日に影響はみられていない。

調査した範囲内では、メルカプト酢酸の経口投与及び吸入暴露に関する試験報告は得られてい

ない。 

 

表 8-5 メルカプト酢酸の反復投与毒性試験結果 

動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結果 文献 

マウス 
Swiss 
雌 
7 週齢 

経皮 (塗布)
背部 

2 回/週 
生涯投与 

0、1、2 (w/v) %アセ

トン溶液を 0.02 
mL/匹 
Na 塩使用 

生存期間、体重推移に物質投与の影

響なし。 
 
 

Stenback 
et al., 
1977 
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文献 動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結果 

50 匹/群 
(対照群

100 匹/
群) 

 
メルカプト酢酸と

して: 0、8、16 
mg/kg/日 

ウサギ 
系統不明 
雌 
8 週齢 
5 匹/群 

経皮 (塗布)
左耳介内側

皮膚 
 

2 回/週 
85 週間 

0、1、2 (w/v) %アセ

トン溶液を 0.02 
mL/匹 
Na 塩使用 
 
メルカプト酢酸と

して: 0、0.08、0.16 
mg/kg/日 
 

1%及び 2%群:体重、摂餌量、行動、

症状等に対照群と差異はなし。85 週

間の間に、各 2 匹 (2/5) が死亡 (対照

群: 3 匹 (3/5) 死亡) 
 
血液学的検査、血液生化学的検査及

び尿検査で対照群と差異なし。 
 

Stenback 
et al., 
1977 

Freeman 
et al., 
1956a 

ラット 
Osborne-
Mendel 
雄 
5 匹/群 

腹腔内 
5%水溶液 
 

5 日/週、

24 週間 
0、100 mg/kg/日 100 mg/kg 群で軽度の甲状腺過形成。 

 

 

8.3.5 生殖・発生毒性 

メルカプト酢酸の生殖・発生毒性試験結果を表 8-6に示す。 

実験動物に対する生殖・発生毒性に関する試験報告は限られている。 

妊娠 SD ラット (25 匹) の背部に、0、50、100、200 mg/kg/日のメルカプト酢酸ナトリウムを

妊娠 6 日～19 日に経皮投与した発生毒性試験で、50、100mg/kg/日で母動物の摂餌量の有意な

増加がみられたが、200 mg/kg/日では母動物の摂餌量の増加はみられず、摂水量の増加、母動

物の死亡 (1/25)、体重減少がみられた。雌雄の胎児に 200 mg/kg/日で、体重減少がみられたが、

奇形はみられなかった (U.S. NTP , 2001)。 

 

表 8-6 メルカプト酢酸の生殖・発生毒性試験結果 

動物種等 投与方法 投与期間 投与量 結果 文献 

ラット 
SD 
雌 
25 匹/群 
 
 

経皮 
 

妊娠 6 日

-19 日 
0、50、100、
200mg/kg/日 
Na 塩使用 
 
 
 
 
 

50、100mg/kg/日 
母動物: 

摂餌量の有意な増加 
200mg/kg/日 

母動物: 
摂餌量の増加はみられず、 
摂水量の増加、死亡 (1/25)、 
体重減少 

胎児 (雌雄): 
奇形みられず、 
体重減少 

U.S. NTP , 
2001 
 
 

 

 

8.3.6 遺伝毒性 

メルカプト酢酸の遺伝毒性試験結果を表 8-7に示す。 

in vitro 試験として、ネズミチフス菌を用いた復帰突然変異試験が行われており、S9 の有無に
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かかわらず、メルカプト酢酸に復帰突然変異誘発能は認められていない (Gocke et al., 1981: 

Zeiger et al., 1987)。 

in vivo 試験として、ショウジョウバエを用いた伴性劣性致死試験が行われており、試験結果

は陰性であった (Limbird, 1971)。 

 

 以上、ネズミチフス菌を用いた復帰突然変異試験で陰性､ショウジョウバエを用いた伴性劣性

致死試験で陰性であるが、報告が少なく、遺伝毒性の有無については明確に判断できない。 

 

表 8-7 メルカプト酢酸の遺伝毒性試験結果 

 試験系 試験材料 処理条件
用 量 

最低-最高
結 果 文 献 

ネズミチフス

菌 
 (μg/plate) -S9 +S9 

TA98 ND ＜3,600 － － 
TA100 ND ＜3,600 － － 
TA1535 ND ＜3,600 － － 
TA1537 ND ＜3,600 － － 

復帰突然

変異 

TA1538 ND ＜3,600 － － 

Gocke et 
al., 1981

ネズミチフス

菌 
 (μg/plate) -S9 +S9 

TA97 33-3,333 
33-2,000 

－ 
ND 

ND 
－ 

TA98 33-3,333 
33-2,000 

－ 
ND 

ND 
－ 

TA100 33-3,333 
33-2,000 

－ 
ND 

ND 
－ 

in vitro 
 

復帰突然

変異 

TA1535 

プレイン

キュベー

ション法

33-3,333 
33-2,000 

－ 
ND 

ND 
－ 

Zeiger et 
al., 1987

in vivo 伴性劣性

致死 
ショウジョウ

バエ 
混餌 0.5% － 

変異率: 
 実験群 0.000 
 陰性対照 0.003 
 陽性対照 0.143  

Limbird, 
1971 

－: 陰性、ND: データなし 

 

 

8.3.7 発がん性 

メルカプト酢酸の実験動物に対する発がん性試験結果を表 8-8に示す。 

雌の Swiss マウスにメルカプト酢酸ナトリウムの 0、1、2 (w/v) %アセトン溶液を 0.02 mL/匹、

(メルカプト酢酸として: 0、8、16 mg/kg/日：CERI 換算) 2 回/週の頻度で生涯にわたり背部皮膚

に適用した試験で、1%以上の群でリンパ腫、肺の腺腫、肝臓の血管腫、卵巣腫瘍 (間質細胞腫、

顆粒膜細胞腫、莢膜細胞腫)、皮膚の線維腫の発生がみられた。しかし、対照群と投与群との間

で腫瘍発生率に統計学的な有意差はなかった (Stenback et al., 1977)。 

雌ウサギにメルカプト酢酸ナトリウム塩の 0、1、2 (w/v) %アセトン溶液をそれぞれ 0.02 mL/

匹 (メルカプト酢酸として: 0、0.08、0.16 mg/kg/日：CERI 換算)、2 回/週の頻度で 85 週間、左

耳介内側皮膚に適用 (塗布) した実験で、投与群では投与局所及び器官に腫瘍の発生は認めら

れなかった。一方、陽性対照物質として 7,12-ジメチルベンズアントラセンの 0.1%溶液を投与
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した群では投与局所に乳頭腫、扁平上皮がん等が認められた (Stenback et al., 1977)。 

以上、経口投与及び吸入暴露での報告はなく、皮膚適用による試験で発がん性はみられてい

ない。 

 

国際機関等ではメルカプト酢酸の発がん性を評価していない (ACGIH, 2005; IARC, 2005; U.S. 

EPA, 2005; U.S. NTP, 2005; 日本産業衛生学会, 2005)。 

 

 

表 8-8 メルカプト酢酸の発がん性試験結果 

動物種 投与方法 投与期間 投与量 結果 文献 

Stenback et 
al., 1977 

マウス 
Swiss 
雌 
7 週齢 
50 匹/群 
(対照群

100 匹/群) 

経皮 
(塗布) 
背部 

2 回/週、

生涯投

与 

0、1、2 (w/v) %
アセトン溶液

を 0.02 mL/匹 
Na 塩使用 
 
メルカプト酢

酸として: 0、8、
16 mg/kg/日 

1%以上: リンパ腫、肺の腺腫、肝臓の血管

腫、卵巣腫瘍 (間質細胞腫、顆粒膜細胞腫、

莢膜細胞腫)、皮膚の線維腫の発生がみられ

た。しかし、対照群と投与群との間で腫瘍

発生率に統計学的な有意差なし。 

ウサギ 
系統不明 
雌 
8 週齢 
5 匹/群 

経皮

(塗布) 
左耳介

内側皮

膚 
 

2 回/週、

85 週間 
0、1、2 (w/v)%
アセトン溶液

を 0.02 mL/匹 
Na 塩使用 
 
メルカプト酢

酸として: 0、
0.08、0.16 
mg/kg/日 

1%以上: 85 週間の間に、各 2 匹 (2/5)死亡 
対照群:  3 匹 (3/5) 死亡 
 
投与局所及び器官に腫瘍の発生なし。 
 
0.1%DMBA1) 群: 投与局所に乳頭腫、扁平

上皮がん。 

Stenback et 
al., 1977 

1) DMBA : 7,12-ジメチルベンズアントラセン  

 

 

8.4 ヒト健康への影響 (まとめ) 

メルカプト酢酸は腐食性を有するため、アルカリ性 (アンモニア、水酸化ナトリウム) 溶液

を加え、試験が行われている。 

ウサギに35Sで標識したメルカプト酢酸ナトリウムの経皮投与で、投与 5 時間後までに35Sの 3

～4 割が尿中に排泄されていることより、メルカプト酢酸の経皮吸収性は高い。 

ラットに35Sで標識したメルカプト酢酸を静脈内投与した実験で、35Sは血中から速やかに消

失し、組織に蓄積しない。ウサギ、ラットに静脈内投与や腹腔内投与した場合には、24 時間後

までに35Sの 6割以上が尿中に排泄されている。排泄物としては、neutral sulfate、inorganic sulfate、

ethereal sulfateが検出されている。ラットに腹腔内投与した場合、24 時間後までに全投与量の 3

割がジスルフィド体として尿中に排泄された。 

メルカプト酢酸はヒトで感作性を示し、アレルギー性接触皮膚炎を生じることがある。また、

皮膚、眼への強い刺激性を示し、化学火傷を起こすことがある。メルカプト酢酸との接触によ

り粘膜及び皮膚で潰瘍、経皮吸収により頻脈、浅呼吸、乏尿、循環虚脱による死亡、経口摂取

により嚥下困難を伴う口腔、咽頭、食道粘膜の腐食、吐き気及び嘔吐を伴う胃痛、胃出血など
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を起こすことがある。 

メルカプト酢酸の実験動物に対する急性毒性は、経口投与でLD50 (1 日後) がマウスで 242～

505 mg/kg 、ラットで 114～136 mg/kg、ラットの吸入暴露でLC50が 210 mg/m3 (4 時間)、マウス

の経皮投与でLD50が 47～60 mg/kg である。 

メルカプト酢酸は実験動物の皮膚及び眼に対して刺激性を示す。アンモニウム塩である ATG

では､無傷皮膚では皮膚刺激がみられていないが、有傷皮膚では顕著な刺激性がみられた。 

メルカプト酢酸はモルモットに弱い感作性を示す。 

メルカプト酢酸の反復投与毒性に関しては、マウスに生涯にわたり投与した経皮試験で、最

高用量の 16 mg/kg/日に影響はみられず、また、ウサギに 85 週間投与した経皮試験で、最高用

量の 0.16 mg/kg/日に影響はみられていない。調査した範囲内では、経口投与、吸入暴露試験報

告は得られていない。 

メルカプト酢酸の生殖発生試験報告は限られている。ラットの背部にメルカプト酢酸を妊娠

6 日目～19 日目に経皮投与した試験で、最高用量の 200 mg/kg/日で、母動物の死亡、胎児の体

重減少がみられたが、奇形はみられていない。 

メルカプト酢酸の遺伝毒性に関しては、報告が少なく、ネズミチフス菌を用いた復帰突然変

異試験で陰性､ショウジョウバエを用いた伴性劣性致死試験で陰性であるが、遺伝毒性の有無に

ついては明確に判断できない。 

メルカプト酢酸の発がん性に関して、経口投与及び吸入暴露での報告はなく、皮膚適用によ

る試験で発がん性はみられていない。国際機関等ではメルカプト酢酸の発がん性を評価してい

ない。 
 

 

9．リスク評価 

9.1 環境中の生物に対するリスク評価 

環境中の生物に対するリスク評価は、水生生物を対象とし、その影響を藻類、甲殻類及び魚

類で代表させる。リスク評価は、無影響濃度等 (NOEC、LC、EC) を推定環境濃度 (EEC) で除

した値である暴露マージン (MOE) と、無影響濃度等として採用した試験データに関する不確

実係数積を比較することにより行う。 

 

9.1.1 リスク評価に用いる推定環境濃度 

本評価書では、調査した範囲では測定結果が得られていないため、メルカプト酢酸のEECと

して、推定値である 5.0×10-3μg/Lとした (6.2 参照)。 

 

9.1.2 リスク評価に用いる無影響濃度 

リスク評価に用いるメルカプト酢酸の水生生物に対する無影響濃度等を表 9-1に示す。藻

類・甲殻類・魚類のうち、藻類及び甲殻類については長期毒性試験結果 (環境庁, 1999a, 環境

庁, 1999c)、魚類については急性毒性試験結果 (Bender, 1969) を用いた (7.  参照)。 

これらの結果から、メルカプト酢酸の環境中の水生生物に対するリスク評価に用いる無影響

濃度等として、長期毒性の最小値である藻類のセレナストラムに対する生長阻害を指標とした
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72 時間 NOECの 2.2 mg/L (環境庁, 1999a) を採用した (表 9-1参照)。 

 

表 9-1 メルカプト酢酸の水生生物に対する無影響濃度等 

生物レベル 生物種 エンドポイント
濃度 

(mg/L) 
文献 

藻類 
Selenastrum 
capricornutum1)

(ｾﾚﾅｽﾄﾗﾑ) 

72 時間 NOEC 
生長阻害 
(生長速度) 

2.2 環境庁, 1999a 

甲殻類 
Daphnia magna 
(ｵｵﾐｼﾞﾝｺ) 

21 日間 NOEC 
繁殖 

2.7 環境庁, 1999c 

魚類 
Pimephales 
promelas 
(ﾌｧｯﾄﾍｯﾄﾞﾐﾉｰ) 

96 時間LC50 30.0 Bender, 1969 

  1) 現学名: Pseudokirchneriella subcapitata 
  太字はリスク評価に用いたデータを示す。 

 

 

9.1.3 暴露マージンと不確実係数積の算出 

メルカプト酢酸の環境中の水生生物に対する MOE を、藻類の生長阻害 (生長速度) を指標

とした 72 時間 NOEC の 2.2 mg/L を用いて、以下のように算出した。また、3 つの栄養段階か

らそれぞれ採用した毒性試験データに関する不確実係数積を求めた。 

   MOE＝NOEC / EEC 

     ＝2,200 (μg/L) / (5.0×10-3) (μg/L) 

＝440,000 

 

不確実係数: 室内試験の結果から野外での影響を推定するための不確実係数 (10) 

2 つの栄養段階から 3 つの栄養段階を推定するための不確実係数 (5) 

不確実係数積: 50 

 

9.1.4 環境中の生物に対するリスク評価結果 

表 9-2に示すように、MOE 440,000 は不確実係数積 50 より大きく、メルカプト酢酸は現時点で

は環境中の水生生物に悪影響を及ぼすことはないと判断する。 

 

表 9-2 メルカプト酢酸の環境中の生物に対するリスク評価結果 
EEC 

(μg/L) 
NOEC(mg/L) MOE 不確実係数積 

モデル推定値 
(PRTR 簡易評

価システム) 
5.0×10-3 2.2 440,000 501)

      1) 室内試験 (10)×2 栄養段階の長期毒性試験 (5) 

 

 
9.2 ヒト健康に対するリスク評価 

メルカプト酢酸のヒトにおける定量的な健康影響データは得られていないため、ヒト健康に
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対するリスク評価には動物試験データを用いることとする (8.参照)。リスク評価は、実験動物

に対する無毒性量等 (NOAEL、LOAEL) を推定摂取量で除した値である MOE と、評価に用い

た毒性試験データに関する不確実係数積を比較することにより行う。 

 

9.2.1 リスク評価に用いるヒトの推定摂取量 

メルカプト酢酸は、主に大気、飲料水及び食物 (魚類) を通じてヒトに摂取されると推定さ

れ、それぞれの経路からの 1 日推定摂取量を表 9-3に示す (6.4 参照)。 

吸入、経口及び全経路のヒト成人の体重 1 kgあたりの 1 日推定摂取量 4.8×10-5、2.0×10-4、

2.5×10-4μg/kg/日をヒト健康に対するリスク評価に用いた。 

 

表 9-3 メルカプト酢酸の1日推定摂取量 

摂取経路 
摂取量推定に用い

た採用濃度の種類

1 日推定摂取量

(μg/人/日) 
体重 1 kg あたりの 1 日

推定摂取量(μg/kg/日) 

吸入 大気 
モデル推定値 
(AIST-ADMER) 

2.4×10-3 4.8×10-5

飲料水 
モデル推定値

(PRTR 簡易評価シ

ステム) 
0.01 

経口 

食物 (魚類) 

モデル推定値

(PRTR 簡易評価シ

ステム)÷10×生物

濃縮係数 

1.9×10-4

2.0×10-4

全経路 (合計) 0.013 2.5×10-4

 

 

9.2.2 リスク評価に用いる無毒性量 

メルカプト酢酸のヒトにおける定量的な健康影響データ及びヒト健康への影響のリスク評価

に必要な動物試験の経口投与毒性試験、吸入暴露毒性試験報告は得られていない。 

メルカプト酢酸はヒトで感作性を示し、アレルギー性接触皮膚炎を生じることがある。また、

皮膚、眼への強い刺激性を示し、化学火傷を起こすことがある。メルカプト酢酸との接触によ

り粘膜及び皮膚で潰瘍、経皮吸収により頻脈、浅呼吸、乏尿、循環性虚脱による死亡、経口摂

取により嚥下困難を伴う口腔、咽頭、食道粘膜の腐食、吐き気及び嘔吐を伴う胃痛、胃出血な

どを起こすことがある (8.2 参照)。 

メルカプト酢酸の反復投与毒性に関しては、経口経路と吸入経路での反復投与毒性試験結果

は、調査した範囲内では得られていない。経皮についてはマウスに生涯にわたり投与した経皮

試験があり、最高用量の 16mg/kg/日に影響はみられず、また、ウサギに 85 週間投与した経皮

試験で、最高用量の 0.16 mg/kg/日に影響はみられていない (Stenback et al., 1977)。 

メルカプト酢酸の生殖・発生毒性に関しては、ラットの背部にメルカプト酢酸を妊娠 6 日目

～19 日目に経皮投与した試験で、最高用量の 200 mg/kg/日で、母動物の死亡、胎児の体重減少

がみられたが、奇形はみられていない (U.S. NTP , 2001)。 

メルカプト酢酸の遺伝毒性に関しては、ネズミチフス菌を用いた復帰突然変異試験で陰性

(Gocke et al., 1981: Zeiger et al., 1987)､ショウジョウバエを用いた伴性劣性致死試験で陰性であ
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るが (Limbird, 1971)、報告が少なく、遺伝毒性の有無については明確に判断できない。 

メルカプト酢酸ナトリウムの発がん性に関して、経口投与及び吸入暴露での報告はなく、皮

膚適用による試験でも発がん性はみられていない (Stenback et al., 1977)。国際機関等では、メ

ルカプト酢酸の発がん性を評価していない。 

 

なお、IPCS、EU、米国 EPA、カナダ環境省・保健省、オーストラリア保健・高齢者担当省、

我が国の環境省ではメルカプト酢酸のリスク評価を実施していない。 

 

9.2.3 暴露マージンと不確実係数積の算出 

メルカプト酢酸は、吸入、経口のいずれの経路についてもリスク評価に用いるのに適した毒

性試験報告が得られていないため、MOE、不確実係数積は算出できない。 

 

9.2.4 ヒト健康に対するリスク評価結果 

表 9-4に示すように、メルカプト酢酸は、リスク評価に用いるのに適した毒性試験報告が得ら

れていないため、現時点でヒト健康に対する影響についてMOEは算出できない。 

 

表 9-4 メルカプト酢酸のヒト健康に対するリスク評価結果 

摂取経路 
体重 1 kg あたりの

1 日推定摂取量 
(μg/kg/日) 

NOAEL 
(mg/kg/日) 

MOE 不確実係数積 

吸入 4.8×10-5 －1) －2) －2)

経口 2.0×10-4 －1) －2) －2)

全経路 (合計) 2.5×10-4 －1) －2) －2)

1) 調査した範囲では影響を適切に評価できる試験は得られていない。 
2) 算出せず 

 

 

9.3 まとめ 

メルカプト酢酸は現時点では環境中の水生生物に対し悪影響を及ぼすことはないと判断す

る。 

メルカプト酢酸のヒト健康に対するリスク評価を行うのに適切な毒性試験報告が得られな

かったため、MOE を算出できず、リスク評価を行うことができなかった。今後、毒性試験報告

が得られた時点で、再度初期リスク評価を行うことが望ましい。 

なお、メルカプト酢酸は、ヒトで感作性を示し、アレルギー性接触皮膚炎を生じることがあ

る。 
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